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項目 諸元 備考

流域面積 2,510km2

幹川流路延長 154km

国管理区間延長 102.8km

流域内市町村 1市3町1村
釧路市、釧路町、
標茶町、弟子屈町、
鶴居村

１．流域の概要

1

釧路川は、その源を藻琴山など、屈斜路カルデラの外輪山に発し、屈斜路湖の南端から流れ出て、弟

子屈原野を流れ、弟子屈町で鐺別川、標茶町でオソベツ川等の支川を合流し、釧路湿原に入ります。さ

らに、久著呂川、雪裡川の支川を湿原内で合わせ、岩保木地点において新釧路川となり、釧路市街地を

貫流し太平洋へ注ぐ、幹川流路延長154km、流域面積2,510km2の一級河川です。

図１－１ 釧路川流域図
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釧路川の河床勾配は、上流部が1/1,000程度、中流部が1/200～1/1,200程度であり、国管理区間から急勾配
となります。釧路湿原を含む下流部の河床勾配は、1/3,000～1/8,000程度となります。
酪農が主要産業で、釧路川の中流部では、高水敷が採草放牧地として利用されており、釧路市街地及び標

茶町市街地では、高水敷が運動場、公園等として利用されています。また、湿原を流れる釧路川では、カ
ヌー利用が盛んです。

図１－２ 平面図・河床勾配縦断図 2
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２．事業を巡る社会経済情勢等の変化

２．１ 災害発生時の影響

図２－１ 釧路川想定氾濫区域図

想定氾濫区域内の主な資産等

主要市街地 ：釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈町、

主要交通機関：JR根室本線、JR釧網本線、

国道38号、国道274号、国道391号

主要農産物 ：牧草、生乳等

洪水等による河川の氾濫により、浸水するおそれの

ある区域は、図２－１に示すとおりです。

・想定氾濫区域面積 ※ ： 約１５,４００ha

・想定氾濫区域内人口 ： 約８５,０００人

出典：一級水系における流域等の面積、総人口、一般資産額等について
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※想定氾濫区域とは、洪水時の河川の水位（計画高水位）より地盤の高

さが低い沿川の地域等河川からの洪水氾濫によって浸水する可能性が

潜在的にある区域



4%

17%

21% 25%
30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

昭和40年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（
%
）約5万4千

世帯

約9万6千

世帯
約9万5千

世帯

約9万7千

世帯
約9万8千

世帯

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

昭和40年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

世
帯

数
（千

世
帯

）

約21万

3千人

約23万

6千人 約22万

4千人
約22万

1千人
約21万

3千人

約5万

人

約9万

3千人
約8万

9千人
約8万

5千人

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

昭和40年平成12年平成17年平成22年平成27年

人
口

（千
人

）

流域内自治体人口

想定氾濫区域内人口

酪農が主要産業である釧路川流域の想定氾濫区域内には、生乳、乳製品などの主要工場があり、その
うち、釧路川中流域に位置する工場は、ほぼ毎日生乳を国道391号を経由して釧路港へ運搬し、道外へ出
荷しています。このため釧路川からの氾濫により国道391号が寸断される場合は、非常に大きな社会・経
済的な影響が発生します。

流域内自治体人口は、平成22年と比べ減少傾向にあり、世帯数は横ばい、65歳以上人口の割合は増加

しています。
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図２－２ 流域内自治体人口および想定氾濫区域内人口 図２－３ 流域内自治体の世帯数の変化 図２－４ 流域内自治体の65歳以上人口の変化

出典：国勢調査、河川現況調査、一級水系における流域等の面積、
総人口、一般資産額等について

出典：国勢調査 出典：国勢調査



昭和35年3月洪水
弟子屈町の浸水状況

大正9年8月洪水
現釧路市貝塚1丁目付近の状況

根室本線

釧路川

釧路川流域では、大正9年8月に既往最大規模の洪水が発生し、昭和35年3月に戦後最大規模の洪水が発
生したほか、近年においても平成28年8月、平成30年3月に洪水被害が発生しています。

表２－１ 主要洪水一覧

２．２ 過去の災害実績

※１ 目標流量対象洪水、※２ 平成30年3月は速報値

図２－５ 洪水被害状況

洪水年月
標茶地点（基準地点）
流域平均一雨雨量

(mm)

標茶地点（基準地点）
流量

（m
3
/s）

氾濫面積
（ha）

浸水家屋
（戸）

大正9年8月 345.0 （推定） 1,230～1,280 17,100 2,177

昭和22年9月 128.7 618 （全道） 7,261 （全道） 7,341

昭和35年3月
※１

111.6 778 252 2,204

昭和54年10月 170.7 428 544 734

平成4年9月 174.3 324 （釧路市） 58 24

平成15年8月 156.2 337 138 3

平成28年8月 108.7 469 0.4 25

平成30年3月※２ 139.0 568 147 20数戸

出典：釧路川水系河川整備計画に加筆

標茶町の浸水状況

平成28年8月洪水

標茶町の浸水状況
平成30年3月洪水
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平成20年3月には釧路川水系釧路川河川整備計画（国管理区間）を策定し、戦後最大規模の洪水を
安全に流すことを目標に、河道掘削を中心とした整備を進めています。

6

２．３ 災害発生の危険度

図２－６ 弟子屈町市街地における河道掘削状況
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釧路川水系の国管理区間における堤防整備及び河道掘削などの整備が必要な区間は、図２－７のとお
りです。戦後最大規模の洪水を安全に流下させるための施設整備が完了していないため、今後も洪水被
害が発生する可能性は高いと考えられます。

7
図２－７ 釧路川水系の整備概要

※実施に当たっては、今後の調査結果等により、新たに工事が必要となる場合や内容が変更となる場合があります。

 

情報掲示板等
の情報提供施
設の充実 

樋門の遠隔化、
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地震・津波対策のイメージ

側帯、防災拠点の機能拡充

計画高水位

河道掘削のイメージ

計画高水位

河道掘削

計画高水位

樹木の除去・下枝払い等

計画高水位

樹木の除去等

樹木の除去等のイメージ

歴史的な経緯のなかで建設された

土木構造物である堤防は、 内部

構造が不明確な場合もあることか

ら、調査・点検を行い、必要に応じ

て強化対策を図りつつ堤防整備を

推進します。



(8/21 16:00)

最高水位 22.25 m

計画高水位 23.50m

はん濫危険水位 22.50m

避難判断水位 21.80m

はん濫注意水位 20.80m

水防団待機水位 20.10m

8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25

0

10

20

30

40

5019

20

21

22

23

24

雨
量

(m
m
)

水
位

(
m)

日時

実績雨量 標茶(開発局)

実績水位 標茶観測所
水位上昇

8/15～19の雨量164mm 8/20～24の雨量173mm

※降雨により堤防法面が被災

※急激な水位上昇により河岸侵食が発生

平成28年8月17日から23日の1週間に3個の台風が北海道に上陸し、釧路地方にもたらした大雨により、
釧路川の標茶水位観測所では避難判断水位を超過し、観測史上2番目となる水位を観測しました。堤防法
面の被災や河岸侵食などが発生し、被災した施設を原形に復旧する河川災害復旧事業を実施しました。

釧路川では、近年、このような局所的な降雨により、堤防法面の被災が頻発しています。このため、
過去の被災事例を踏まえて、堤防強化対策を検討することが必要となりました。
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図２－８ 釧路川 標茶水位観測所地点の水位状況（平成28年8月）写真２－１ 標茶水位観測所 8/21 14:00頃

写真２－２ 釧路川KP45.8付近で発生した法面すべりによる被災 写真２－３ 釧路川KP62.4付近で発生した河岸侵食



9

「釧路川堤防技術検討委員会」（平成30年5月現在）

◎委員長 （敬称略､五十音順）

（委員） 川口 貴之 北見工業大学 准教授

川尻 峻三 北見工業大学 助教

早川 博 北見工業大学 教授

林 弘親（国研）寒地土木研究所 総括主任研究員

◎福岡 捷二 中央大学研究開発機構 教授

前田 健一 名古屋工業大学 教授

森 啓年 山口大学 准教授

矢部 浩規（国研）寒地土木研究所 上席研究員

写真２－４ 委員会の様子

写真２－５ 現地堤防実験の様子（降雨による川裏法尻の変状）

川裏法尻の変状

堤防被災原因（仮説）

粘性土地盤

降雨

砂質土の泥ねい化
（すべり）

安全率の低下

川表法面の変状、すべり

川表川裏

クラック

クラック

火山灰質砂質土

火山灰質粘性土

粘性土地盤

降雨

浸透
浸透

川表川裏

⇒土の水平移動クラック発達

堤体表層のシルト分を多く含む
粘性土のところに雨水が直接
浸透して強度が低下粘性土地盤で排水で

きない法尻が先行的
に飽和

釧路川の堤防強化対策を講ずるため、河川工学、地盤工学等の専門的知識を有する学識経験者からな
る「釧路川堤防技術検討委員会」を設置しました。

検討委員会では、平成28年8月に被災した堤防法面の現地調査や試験堤防での現地実験を行い、堤防の
安全性を向上させるための検討を行いました。

現地堤防実験の目的

●堤防被災原因の不明な点

→被災時の堤体内水位（浸潤面）はどうであったか？

→飽和度上昇時の堤防表面の強度はどうであったか？

●現地実験により検証する項目

→堤体内浸潤面の状況によって、法面すべりが発生するのか？

→降雨による強度低下で法面すべりが発生するのか？

降雨時の堤体への浸透、浸潤面、堤防表面の強度変化を把握する
ことを目的に、現地実験を実施



図２－９ 降雨や洪水に対する安全性確保を目的とした対策

【解析結果】

法勾配を２割（現況堤防）、３割、４割に変化させた検討を行った結果、表法、
裏法ともに法勾配３割の緩傾斜化で降雨に対する安全性を満足した。

裏法面 表法面

降雨時最小安全率

対策：法勾配３割以上の緩傾斜化

現況：法勾配２割

検討委員会では、現地実験及び解析結果により、「釧路川の堤防特性を踏まえると、現況堤防の安定
性確保のためには堤防の川表及び川裏法面勾配3割以上の緩傾斜化が必要となる。」との提言をとりまと
めました。

現地実験により、降雨による浸潤面の状況やその状況下での法面すべり
を確認することができ、その観測値を取得することができた。

【川表の状況】

【川裏の状況】

写真２－６ 降雨による法尻崩れ（川表） 写真２－７ 降雨による法尻崩れ（川裏）

堤体内の浸潤面による法面崩れの発生状況（現地実験の一例） 堤防強化対策の検討（数値解析）

被災箇所の調査により得られた各種分析結果を適用し、平成２８年の堤
防法面被災を再現するモデルを構築した。

さらに、再現できたモデル、力学パラメータを用い、堤防強化対策であ
る堤防緩傾斜化の断面を設定するため、平成２８年被災時の実際の降雨量
にて浸透流解析及び安定解析を実施した。

なお、解析にあたっては、築堤履歴の複雑さ、被災履歴、要注意地形を
考慮し、川裏Fs＝1.452、川表Fs＝1.000を基準に、すべり破壊（浸潤破
壊）に対する安全性を確認した。

堤防強化対策

数値解析により、現状堤防２割から３割以上とする堤防強化対策を実施
することとした。
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２．４ 地域開発の状況
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昭和22年

捷水路工事によって農地が拡大

平成28年

※ LANDSAT画像データに基づく土地利用分類（平成26年） 新水路によって市街地が拡大

新釧路川河口付近

[昭和２２年]                        [平成２６年] 

図２－１０ 土地利用状況

釧路川流域の土地利用は、山林が67%、農地が21%、市街地が4%となっています。明治維新後の入植当
時の稲作や畑作中心の農業から、相次ぐ冷害や洪水被害により、酪農へと変化しました。また、流域開
発のための森林伐採や農地化、市街化等により山林面積が大きく減少し、捷水路事業を中心とした治水
事業により、農地や市街地が増加しました。
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釧路川流域の代表作物は、作付面積の9割以上を占める牧草であり、牧草を主体とする酪農が盛んに行

われています。特に、標茶町における生乳の生産量は、道内第3位を誇ります。
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てんさい, 0.6%

ばれいしょ, 0.8% だいこん, 0.4%

その他, 0.2%青刈とうもろこし,
1.3%

牧草, 96.7%

図２－１２ 地域別生乳生産量
出典：牛乳乳製品統計

（H18 北海道農政事務所）

図２－１１ 主要農作物作付面積の割合

出典：
・農林水産統計公表資料（H18 北海道）
・作物統計（H18 農林水産省）
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写真２－８ 標茶町酪農地帯



地震・津波対策（樋門の遠隔化）の効果

平成23年3月11日に発生した津波において、昭和樋門（河口から約2.8km）の遠隔操作を行うことによ
り、昭和地区堤内地への浸水を未然に防ぎました。

写真２－９ 昭和樋門

写真２－１１ 新釧路川河口付近

広里水位観測所

（KP7.4）

鳥取水位観測所

（KP1.1）

昭和樋門
（KP2.8）

新
釧
路
川

3月11日23:48 外水位2.18m
内水位0.92m 水位差1.26m 13

写真２－１０ 河川事務所から遠隔操作



図２－１３ 地域の協力体制

◆関係機関との連携

・流域市町村を主体とした「釧路川治水促進期成会」は、毎年治水効果の早期向上を要望しており、特
に平成28年8月北海道豪雨を踏まえた治水安全度の向上や環境に配慮した河川整備を要望しています。

・平成27年9月の関東・東北豪雨や平成28年8月台風10号等を踏まえ、「水防災意識社会再構築ビジョ
ン」の取組として、関係機関で構成される「釧路川外減災対策協議会」を開催し、釧路川の現状と課
題を共有するとともに、各機関が減災のための各種取組を実施しています。

・「釧路川外減災対策協議会」では、水防活動を迅速かつ円滑に行うため、連絡体制の確認、重要水防
箇所の合同巡視、水防訓練等、水防体制の充実を図っています。

・水質事故防止のために「釧路川環境保全連絡協議会」を開催し、関係機関との連絡体制を強化すると
ともに、定期的に水質事故訓練等を行うことにより、迅速な対応ができる体制の充実を図っています。

◆地域住民との協力体制

・地域住民、市民団体や河川協力団体と連携を図り、自発的な河川の維持、河川環境の保全等に係る活
動により、地域と一体となった良好な河川維持・環境の保全に努めています。

14

２．５ 地域の協力体制

釧路川外減災対策協議会 釧路川総合水防演習 水質事故訓練 河川協力団体による河川清掃



●河川防災ステーション、水防拠点等の整備

災害時における水防活動や災害復旧の拠点として、また、災害情報の集配信機能、水防団等の活
動拠点機能、物資輸送の基地等の機能を併せ持つ拠点として、河川防災ステーションの効果的な活
用を図っています。また、維持管理体制についても、地元市町村と協力して実施しています。

●防災情報の共有・整備

迅速かつ効果的な洪水対応や危機管理対策を行うため、流域市町村に対してハザードマップの作
成支援を行うとともに、観測設備、監視カメラ、情報掲示板、光ファイバー網、テレメーター等を
整備し、水位、雨量、画像等の河川情報を関係自治体等へも提供し、水防活動や避難誘導等への支
援を図っています。

15

標茶地区河川防災ステーション 河川情報掲示板

２．６ 関連事業との整合

図２－１４ 関連事業との整合

想定最大規模の洪水ハザードマップ（H30.9作成）
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●弟子屈地区かわまちづくり

弟子屈町は、平成24年2月にかわまちづくり事業の登録を受け、観光を基軸としたまちづくりが活
発に推進されています。弟子屈町市街地を貫流する釧路川は、まちづくりには欠かせない重要な資
源として、河道掘削や護岸、河川管理用道路の整備の際に、まちづくりと一体となったかわづくり
を実施しています。

道の駅

水郷公園

親水公園

市街地・温泉街

JR摩周駅

水際の遊歩道

弟子屈橋下流

まちづくりと一体となった河川整備

弟子屈地区の河道整備

図２－１５ 関連事業との整合

地域と一体となった新たな活用（ミズベリング）
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●現状と課題

・平成20年3月に釧路川水系釧路川河川整備計画（国管理区間）を策定し、段階的に堤防整備を進めていますが、標茶町
市街地及び弟子屈町市街地において、戦後最大規模に相当する洪水を安全に流下させるための河道断面が不足してい
ます。

・人口資産が集中している標茶地区及び弟子屈地区は、大規模な洪水被害を受けやすいため、河積の確保が必要です。

●主な事業内容（H20～H31(R元)）

・堤防整備

中流部の標茶地区の治水安全度向上を目的に、暫定堤防の完成化及び堤防の新設を進めました。

・河道掘削

上流部の弟子屈地区の治水安全度向上を目的に、河道掘削を実施しました。

・地震・津波対策

津波の河川遡上による被害の軽減を目的に、河川管理施設の耐震化や樋門ゲートの自動化などを実施しました。

・危機管理型ハード対策（天端の保護）

越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き伸ばすことを目的に、天端の保護を実施しました。

表３－１ 整備の進捗状況

図３－１ 整備計画目標流量配分図（単位：m3/s） 17

３．事業の進捗状況

３．１ 事業の進捗状況

標茶

整備計画目標流量 ［780m3/s］

堤防延長(km)

完成 暫定 無堤 計

整備計画策定時（H20） 51.1 25.3 29.9 106.3

今回評価（H31.3末） 58.9 19.3 28.1 106.3

整備計画完了時（R9） 63.3 14.9 28.1 106.3



地震津波対策

（整備中）

●12年間（平成20年～令和元年）の整備状況
堤防整備：7.8km（標茶地区、弟子屈地区）
河道掘削：1.9km（弟子屈地区）

18

図３－２ 整備の進捗状況（R元年時点）

図３－３ 堤防整備の進捗状況



当面の主要な整備内容（R2～R6）

人口資産が集中する中上流の市街地を中心に、戦後最大規模である昭和35年3月洪水を安全に流下させ
ることを目標に流下断面不足の解消、既設堤防の強化を図ります。

●河道掘削
弟子屈町市街地の治水安全度の向上を目的に、流下能力が不足している区間において、河道掘削を実施します。

●河道掘削・樹木伐採
標茶町市街地の治水安全度の向上を目的に、流下能力が不足している区間において、河道掘削、樹木伐採を実施
します。

●堤防強化
近年、大雨による堤防法面被災が発生しているため、雨水や外水に対する堤防強化を実施します。

当面の段階的整備により、現況における整備計画目標流量程度に対する
浸水家屋 約２,３７０戸のうち、約２,３４０戸解消（９９％）
浸水面積 約１,７９０haのうち、約４２０ha解消（２３％）

また、当面の段階的整備に要する事業費は、約２７億円の予定。

19

４．事業の進捗の見込み

４．１ 当面の事業スケジュール



４．２ 今後の事業スケジュール

図４－１ 今後の河川整備の考え方

整備計画対応（第２段階）

●被害軽減対策
戦後最大規模の洪水流量に対して、被害を解消します。

20

地区名 整備メニュー 概ね５年 整備計画期間内

当面の対策
（第1段階）

標茶地区

・河道掘削、樹木伐採

・堤防強化

弟子屈地区 ・河道掘削

整備計画対応
（第2段階）

釧路地区 ・地震・津波対策

多和、西熊牛、南弟子
屈、オソベツ地区

・被害軽減対策

①

②

③

④

⑤



図４－２ 今後の主な河川整備の考え方（整備箇所図）
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④地震・津波対策

⑤被害軽減対策

③河道掘削

②堤防強化

①河道掘削、樹木伐採

⑤被害軽減対策

②堤防強化

凡例
概ね５年
整備計画期間内

概ね５年間で、整備計画目標規模の
洪水による浸水が解消されるエリア

整備計画期間内で、整備計画目標規模
の洪水による浸水が解消されるエリア

国管理区間

2条7号区間

市街地

湿原

⑤被害軽減対策

①河道掘削、樹木伐採



浸水家屋： 0戸

氾濫面積： 0ha

整備計画河道現況河道

浸水家屋：約2,370戸

氾濫面積：約1,790ha

整備計画規模の洪水が発生した場合の想定被害は氾濫面積約1,790ha、浸水家屋約2,370戸であり、整
備を実施することで浸水家屋が解消されます。

５．事業の投資効果

22

５．１ 事業の効果



・過去の被災事例を踏まえた対応として

堤防強化対策 約４１億円増

23

５．２ 全体事業費の変更

事業内容を精査した結果、以下の変更要因により事業費が変更となります。

○ 事業内容の変更

全体事業費

(H29再評価)

全体事業費

（R１再評価）
増額

１４２億円 １８３億円 ４１億円

堤
防
強
化
対
策

現
行

法勾配 : ３割

（物価上昇等を含む）



● 費用対効果算出の流れ

５．３ 費用対効果分析

項目 内容

直

接

被

害

一般
資産
被害

家屋 家屋等の建物被害

家庭用品 家財・自動車の被害

事業所償却
資産

事業所固定資産のうち土地・建物
を除いた償却資産

事業所在庫
資産

事業所在庫品の被害

農漁家償却
資産

農漁業生産に係わる農漁家の固定
資産のうち土地・建物を除いた償
却資産

農漁家在庫
資産

農漁家の在庫品の被害

農産物被害 浸水による農作物の被害

公共土木施設等被害
公共土木施設、公益事業施設、農
地、農業用施設の浸水被害

間

接

被

害

営業停止被害
浸水した事業所の生産停止・停滞
（生産高の減少）

応急
対応
費用

家庭清掃
労働対価

清掃等の事後活動

家庭代替
活動等の出費

飲料水等の代替品購入に伴う新た
な出費等の被害

事業所代替
活動等の出費

家庭と同様の被害

● 被害額算定項目

24

氾濫シミュレーション
確率規模の異なる複数ケースで解析

想定被害額の算出
確率規模別の想定被害額を算出

年平均被害軽減期待額
想定被害額より算出

河川改修事業費+維持管理費

総便益（B)の算出
年平均被害軽減期待額＋残存価値

総費用（C)の算出

費用対効果（B/C)の算出



②想定被害額の算出

・氾濫シミュレーション結果に基づき、確率規模別の想定被害額を算出します。

・被害額算定の対象資産は次ページの通りです。

・確率規模の異なるケースの洪水を想定して氾濫解析を実施します。

・事業実施前と事業実施後の浸水が想定される区域を求めます。

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｄブロック

氾濫計算は、各氾濫ブロックで確率規模ごとに実施。なお、上流のブ
ロックの越水・溢水を考慮して下流ブロックの氾濫計算を実施し、ブ
ロックごとの最大浸水被害を推定。

①氾濫シミュレーション

25

1/3

1/20

1/30

1/50

1/80

1/100

1/40

＊確率規模：洪水の発生確率を示す。

1/100は、毎年1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100（1％）であることを示す。



・事業を実施しない場合と実施した場合の、確率規模ごとの被害額の差分を被害軽減額として算出します。

・確率規模別の被害軽減額にその洪水の生起確率を乗じて、計画対象規模まで累計するこ
とにより、「年平均被害軽減期待額」を算出します。

確率規模別の被害軽減額＝事業実施前想定被害額－事業実施後想定被害額

年平均被害軽減期待額＝ Σ（確率規模別被害軽減額×生起確率）

③年平均被害軽減期待額の算定

被
害
額

Q０ Q１ Q２ Qm

事業実施後

Q３

事業実施前

26

便益（現在価値化前）

便益（現在価値化後）

費用（現在価値化前）

費用（現在価値化後）

評価基準年

評価基準年

整備完了年

整備完了年

整備期間 施設完成後の評価期間（５０年間）

評価対象期間



前回評価結果との比較

●事業評価の経緯

【平成２９年度再評価（効率化）】

再評価実施後３年間が経過したため、再評価を実施しました。

評価基準年度 ：平成２６年度

整備期間 ：平成２０年～令和９年（２０年間）

評価対象期間 ：平成２０年～令和５９年（整備期間＋５０年間）

Ｂ／Ｃ＝1.1

（総費用（現在価値化前)：180億円、（現在価値化後)：157億円）

（総便益（現在価値化前)：515億円、（現在価値化後)：178億円）

●前回評価との変更

・評価基準年度を平成２６年度から令和元年度に変更しました。

・平成28年8月出水等の被災事例を踏まえ、堤防強化対策を追加しました。

27



費用対効果分析（全体事業）

●算出の条件

評価基準年度 ： 平成３１年度(令和元年度)

事業整備期間 ： 平成２０年～令和９年（２０年間）

評価対象期間 ： 平成２０年～令和５９年（整備期間＋５０年間）

●感度分析●便益の内訳

※ 現在価値化後の値。（現在価値化：便益や費用を現在の価値として統一的に評価するため、

将来または過去における金銭の価値を現在の価値に換算すること。）

28

総便益 （B)

便益 ３９７億円

残存価値 ９億円

４０６億円

総費用 （C) 建設費 ２１７億円

維持管理費 ３３億円

２５０億円

費用対効果 （B/C） １．６

純現在価値（B-C） １５６億円

経済的内部収益率（EIRR） ６．６％

項 目 金 額

被害軽減額

(治水)

便益(一般資産) [現在価値] 102.9 億円

被害額(農産物) [現在価値] 2.7 億円

被害額(公共土木) [現在価値] 285.2 億円

被害額(営業停止損失) [現在価値] 2.7 億円

被害額(家庭における応急対策費用) [現在価値] 1.9 億円

被害額(事業所における応急対策費用) [現在価値] 1.5 億円

被害額計 396.9 億円

残存価値

残存価値(施設) [現在価値] 8.7 億円

残存価値(土地) [現在価値] 0.1 億円

効果合計 8.8 億円

効 果 合 計 405.7 億円

全体事業 基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% -10% +10%

費用対効果

(B/C)
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.8



費用対効果分析（残事業）

●感度分析●便益の内訳

※ 現在価値化後の値。 29

●算出の条件

評価基準年度 ： 平成３１年度(令和元年度)

事業整備期間 ： 令和２年～令和９年（８年間）

評価対象期間 ： 令和２年～令和５９年（整備期間＋５０年間）

総便益 （B)

便益 ２９８億円

残存価値 ２億円

３００億円

総費用 （C) 建設費 ３４億円

維持管理費 ５億円

３９億円

費用対効果 （B/C） ７．７

純現在価値（B-C） ２６１億円

経済的内部収益率（EIRR） ５０．３％

項 目 金 額

被害軽減額

(治水)

便益(一般資産) [現在価値] 77.2 億円

被害額(農産物) [現在価値] 1.8 億円

被害額(公共土木) [現在価値] 214.1 億円

被害額(営業停止損失) [現在価値] 2.2 億円

被害額(家庭における応急対策費用) [現在価値] 1.5 億円

被害額(事業所における応急対策費用) [現在価値] 1.1 億円

被害額計 297.9 億円

残存価値

残存価値(施設) [現在価値] 1.6 億円

残存価値(土地) [現在価値] 0 億円

効果合計 1.6 億円

効 果 合 計 299.5 億円

残事業 基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% -10% +10%

費用対効果

(B/C)
7.7 7.0 8.6 7.7 7.7 7.0 8.5



費用対効果分析（当面整備）

●便益の内訳

※ 現在価値化後の値。 30

●算出の条件

評価基準年度 ： 平成３１年度(令和元年度)

事業整備期間 ：令和２年～令和６年（５年間）

評価対象期間 ：令和２年～令和５６年（整備期間＋５０年間）

総便益 （B)

便益 ２６８億円

残存価値 １億円

２６９億円

総費用 （C) 建設費 ２２億円

維持管理費 ３億円

２５億円

費用対効果 （B/C） １０．５

純現在価値（B-C） ２４３億円

経済的内部収益率（EIRR） ５４．７％

項 目 金 額

被害軽減額

(治水)

便益(一般資産) [現在価値] 69.7 億円

被害額(農産物) [現在価値] 0.8 億円

被害額(公共土木) [現在価値] 193.1 億円

被害額(営業停止損失) [現在価値] 2.0 億円

被害額(家庭における応急対策費用) [現在価値] 1.4 億円

被害額(事業所における応急対策費用) [現在価値] 1.1 億円

被害額計 268.1 億円

残存価値

残存価値(施設) [現在価値] 1.0 億円

残存価値(土地) [現在価値] 0 億円

効果合計 1.0 億円

効 果 合 計 269.1 億円



改修案 事業内容 数量
事業費
（億円）

メリット デメリット

現河道内改修案

（樹木伐採）

（暫定堤完成化）

（河道掘削）

【採用】

樹木伐採、

暫定堤の完成化、

河床掘削、

低水護岸敷設、

堤防整備、

被害軽減対策 等

樹木伐採 ：約7ha

掘削土量 ：約28万m
3

築堤盛土量：約77万m
3

約180

・現河道内における改修方

式で あるため、用地買

収・補償等の社会的影響

が小さい。

・コスト低

－

堤防嵩上げ案

堤防嵩上げ、

樋門改築、

道路橋改築、

堤防整備、

被害軽減対策 等

嵩上げ土量 ：約109万m
3

家屋補償 ：約110戸

用地買収 ：約16ha

約270
・河道は改変しないため、

河川環境は保全される。

・堤防嵩上げに伴う用地買

収、橋梁や樋門の改築が

必要となる。

・堤防が高くなり、破堤時

の被害ポテンシャルが大

きくなる。

・コスト高

引堤案

堤防撤去及び築堤、

河道拡幅及び残土処理、

樋門改築、

道路橋改築、

堤防整備、

被害軽減対策 等

築堤盛土量 ：約114万m
3

既設堤防撤去土量 ：

約34万m
3

掘削土量 ：約24万m
3

家屋補償 ：約130戸

用地買収 ：約138ha

約340

・河道は改変しないため、

河川環境は保全される。

・低水路内等の水域の環境

は、掘削を行わないため

維持・保全される。

・引堤に伴う多大な用地買

収や家屋補償、橋梁や樋

門の改築が必要となる。

・まちづくりや農業経営の

見直しが必要となる。

・コスト高

表６－１ 釧路川水系河川整備計画策定（平成20年3月）時点の代替案

６．コスト縮減や代替案立案等の可能性

河川整備計画は、社会的影響、コスト等の観点を踏まえて策定したものです。河川整備計画策定以降、
流域における社会的情勢等が大きく変化していないことから、現計画が最適であると考えます。

６．１ 代替案の可能性の検討
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６．２ コスト縮減の方策

堤防除草により発生する刈草の無償提供及び高水敷に繁茂した樹木の公募伐採により、コスト縮減を
行っています。また、堤防強化対策は、標茶地区の河道整備で発生する土砂を流用することでコスト縮
減を図ります。

32

○公募伐採、刈草の無償提供によるコスト縮減

堤防除草の刈草を無償提供することで、年間約600万円のコ
スト縮減を図っています。

また、高水敷に繁茂した樹木は、採取者を公募し伐採させる
ことで、伐採・運搬・処分費の軽減を図っています。

写真６－１ 刈草の無償提供

樹木伐採

河道掘削
堤防強化対策堤防強化対策

○堤防強化対策の河道掘削土の活用によるコスト縮減

堤防強化対策は、標茶地区の河道整備で発生する河道掘削土
を活用することとし、コスト縮減を図ります。

図６－１ 河道掘削土の活用



◆貨幣換算が困難な効果等による評価

◎近年、全国各地で大規模な水害等が発生しており、電気等のライフラインの長期間にわたる供給停止、
医療・社会福祉施設の入院患者・入所者をはじめとする災害時要援護者の孤立等、新たな被害形態が
みられるようになっています。今回、「水害の被害指標分析の手続き（H25試行版）」（平成２５年
７月）に基づき、「最大孤立者数(避難率40％)」と「電力停止による影響人口」の試算を行いました。

【河川整備計画規模の洪水に対する事業実施による被害軽減効果量】

事業実施前 事業実施後

最大孤立者数
（避難率40％）

約1,110人 約0人

電力停止による
影響人口

約1,030人 約0人

７．水害の被害指標分析
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７．１ 人的被害（最大孤立者数）

河川整備計画の対象規模の洪水における浸水範囲

（整備前） （整備後） （整備前－整備後）

（整備前）
0.3m未満

0.3～0.5m未満

0.5m以上

 浸水深

弟子屈町市街地

標茶町市街地

（整備後）
0.3m未満

0.3～0.5m未満

0.5m以上

 浸水深

凡　　例

× 破堤地点

凡　　例

× 破堤地点

浸水区域内人口 約2,690人

最大
孤立者数

避難率0% 約1,850人

避難率40% 約1,110人

避難率80% 約370人

浸水区域内人口 0人

最大
孤立者数

避難率0% 0人

避難率40% 0人

避難率80% 0人

標茶町市街地

（整備前－整備後）
1m未満

1～2m

2～3m

3～4m

4m以上

 浸水深の差分

（整備前）－（整備後）

浸水区域内人口差 約2,690人

最大
孤立者数差

避難率0% 約1,850人

避難率40% 約1,110人

避難率80% 約370人 34

弟子屈町市街地

標茶町市街地

弟子屈町市街地



７．１ ライフラインの停止による波及被害（電力）

河川整備計画の対象規模の洪水における浸水範囲

（整備前） （整備後） （整備前－整備後）

（整備前）

弟子屈町市街地

標茶町市街地

（整備後）

凡　　例

× 破堤地点

凡　　例

× 破堤地点

（整備前）－（整備後）

浸水区域内人口差 約2,690人

電力停止による影響人口差 約1,030人
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弟子屈町市街地

標茶町市街地

浸水区域内人口 約2,690人

電力の停止による影響人口 約1,030人

浸水区域内人口 0人

電力の停止による影響人口 0人

0.7m未満

0.7～1.0m未満

1.0～3.4m未満

3.4～5.0m未満

5.0m以上

 浸水深

0.7m未満

0.7～1.0m未満

1.0～3.4m未満

3.4～5.0m未満

5.0m以上

 浸水深

標茶町市街地

（整備前－整備後）
1m未満

1～2m

2～3m

3～4m

4m以上

 浸水深の差分

弟子屈町市街地



８．地方公共団体等の意見

◆北海道の意見

36

戦後最大規模の洪水流量を安全に流下させる河道の整備等を行うこ
とに加え、堤防強化対策により、洪水被害から人命と財産を守り「安全・
安心」を確保することから、当該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施にあたっては、サケ・マス等の生息環境などの保全
に努め、より一層、徹底したコスト縮減を図るとともに、これまで以上に効
率的・効果的に執行し、早期完成に努められるようお願いいたします。



９．対応方針（案）

近年発生した大雨による堤防被災を踏まえ、堤防強化対策を実施するため、事業の進め方を見直したこ
とから、事業を巡る社会情勢等の変化と捉え、以下の3つの視点で再評価を行いました。

①事業の必要性等に関する視点

釧路川流域の中上流部には標茶町及び弟子屈町の市街地が存在するほか、流域には広大な牧草地が
広がっており、生乳生産を主体とした国内有数の酪農地帯となっています。しかし、依然として戦後
最大規模の流量に対する安全度が確保されておらず、近年でも平成28年及び30年に浸水被害が繰り返
し発生しており、引き続き河川改修事業を進めていく必要があります。また、平成28年8月の大雨に
よる堤防被災の要因分析から、釧路川の現況堤防では大雨に対する安全性が確保されていないことか
ら、堤防強化対策を行う必要があります。

②事業進捗の見込みの視点

河道掘削等の河川改修事業は着実に進捗していますが、流域の地方公共団体等からは安全度向上に
対する強い要望があり、引き続き地域住民及び関係機関と連携し、事業の進捗を図ります。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

地方公共団体と連携を進めながら、引き続きコスト縮減に努めていきます。また、代替案等の可能
性については、環境への影響、地域への影響等の観点から、現計画が最適であると考えます。
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以上のことから、事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されている
ため、事業を継続する。


